令和４年度障害福祉サービス事業所に対する実地指導の結果について

（1） 実地指導の実施状況

　令和４年度の実地指導実施状況については次の通りです。

	サービス種別
	実施数

	児童発達支援
	１

	放課後等デイサービス
	１




（2） 主な指摘事項

　令和４年度の実地指導における文書指摘の主な具体的事例は、以下の通りです。

	児童指導員又は保育士は、営業時間を通じて2人以上の配置が必要だが、児童指導員又は保育士の員数が基準を満たしていない日があった。
（「都条例139」第5条第1項、「都規則167」第3条第1項）
（「都条例139」第71条第1項、「都規則167」第18条第1項）

	児童指導員又は保育士　指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ　障害児の数が十人までの場合　二以上
ロ　障害児の数が十人を超える場合　二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

	利用定員を超過してサービス提供を行っている日が多く見られた。
（「都条例139」第38条、「障発0330第12通知」第三3(29)①）
（「都条例139」第76条　準用（第38条）、「障発0330第12通知」第五3(3)　準用（第三3(29)①））

	指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

	従業者全員から秘密保持の誓約書等を取っていない。
（「都条例139」第45条第2項）
（「都条例139」第76条　準用（第45条第2項））

	指定児童発達支援事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

	特別支援加算について。
（「障発0330第16通知」第二2(1)⑫）

	指定児童発達支援事業者は、特別支援を行うに当たっては、児童発達支援計画を踏まえ、障害児ごとに自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練又は心理指導のための計画（特別支援計画）を作成し、当該特別支援計画に基づく特別支援を行うこと。

	放課後等デイサービス計画の作成に当たり、サービス担当者会議を実施していない事例があった。
（「都条例139」第76条　準用（第12条第5項））

	指定児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に係る当該児童発達支援管理責任者以外の担当者等を招集して行う会議を開催し、放課後等デイサービス計画の原案について意見を求める必要がある。

	欠席時対応加算について、就学児の欠席時における対応の記録が不十分である事例があった。
（「障発0330第16通知」第二2(3)⑧（第二2⑪準用））

	欠席時対応加算については、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定放課後等デイサービス事業所等の従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定することができる。



都条例139：東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第139号）
都規則167：東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則
（平成24年東京都規則第167号）
障発0330第12通知：児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成24年3月30日障発第0330第12号）
障発0330第16通知：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 24 年3月30 日障発0330第 16号）
